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丹波篠山市税条例新旧対照表 

現行 改正案 

（公示送達） （公示送達） 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、丹波篠山市公告

式条例（平成１１年篠山市条例第３号）第２条に規定する掲示場に

掲示して行うものとする。 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条

第２項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を

地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数

の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示

事項が記載された書面を丹波篠山市公告式条例（平成１１年篠山市

条例第３号）第２条に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市

の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をす

ることができる状態に置く措置をとることによってするものとす

る。 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以

下「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道

路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定

する検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災その他や

むを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨と

する。 

第１８条の３ 施行規則第１条の９第２号に規定する事項は、道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する

検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを

得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とす

る。 

（所得控除） （所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号の

いずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項か

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号の

いずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項か
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ら第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険

料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労

学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、

前年の合計所得金額が２，５００万円以下である所得割の納税義務

者については、同条第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎

控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金

額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

ら第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険

料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労

学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特

定親族特別控除額を、前年の合計所得金額が２，５００万円以下で

ある所得割の納税義務者については、同条第２項、第６項及び第１

１項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得につい

て算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除す

る。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日まで

に、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出し

なければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の

規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義

務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を

受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９

の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以

下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に

規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日まで

に、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出し

なければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の

規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義

務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を

受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９

の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以

下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に

規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの
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に係るものを除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定する

扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、

同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは

第３４条の７第１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動

促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第

４項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。

第６項において同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定に

より控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」と

いう。）の控除を受けようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４

条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

（二）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

に係るものを除く。）、法第３１４条の２第４項に規定する扶養控

除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号

に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第

３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８

５万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の控除又は

これらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１

３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する

純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７第１項

（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項

に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する特例

認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除すべき金

額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を

受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外

の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を

除く。）については、この限りでない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

１０ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合に

は、新たに第２３条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当する

こととなった者に、当該該当することとなった日から１０日以内

に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所

の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番

号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

１０ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合に

は、新たに第２３条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当する

こととなった者に、当該該当することとなった日から１０日以内

に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所

の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番

号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
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関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定する

法人番号をいう。以下市民税について同じ。）、当該該当すること

となった日その他必要な事項を申告させることができる。 

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１６項に規定する

法人番号をいう。以下市民税について同じ。）、当該該当すること

となった日その他必要な事項を申告させることができる。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者（以下この条において

「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下こ

の条において「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者（以下この条において

「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下こ

の条において「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 扶養親族の氏名 (3) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(4) （略） (4) （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と
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生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又

は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限

る。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年

最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年

金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又

は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限

る。）若しくは特定親族（退職手当等に係るに所得を有する者であ

って、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する

者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に

住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法

第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条

において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金

等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 扶養親族の氏名 (3) 扶養親族又は特定親族の氏名

(4) （略） (4) （略）

２～５ （略） ２～５ （略） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び

第５項の規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び

第５項の規定による補正の方法の申出） 

第６３条の２ 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２

第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係

る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに次の各号に掲げる事

項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

第６３条の２ 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２

第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係

る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに次の各号に掲げる事

項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 
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(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に

規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は

法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資

産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称） 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に

規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は

法人番号（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下固定資

産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６

キロワット以下のもの（エに掲げるものを除く。） 年額 

２，０００円 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６

キロワット以下のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。） 年

額 ２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９

リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワットを超え、

０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９

リットル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力

が０．６キロワットを超え、０．８キロワット以下のもの 年

額 ２，０００円 

 ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出

力が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの又は エ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの（ウ
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定格出力が０．８キロワットを超えるもの 年額 ２，４００

円 

に掲げるものを除く。）又は定格出力が０．８キロワットを超

えるもの 年額 ２，４００円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を

有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５

メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を

備え、かつ、輪距が０．５メートル以下の３輪のもの及び道路

運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第

１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車を除

く。）で、総排気量が０．０２リットルを超えるもの又は定格

出力が０．２５キロワットを超えるもの 年額 ３，７００円

オ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を

有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５

メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を

備え、かつ、輪距が０．５メートル以下の３輪のもの及び道路

運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第

１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車を除

く。）で、総排気量が０．０２リットルを超えるもの又は定格

出力が０．２５キロワットを超えるもの 年額 ３，７００円

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第８９条 （略） 第８９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限

までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証

明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限

までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証

明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法

人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下こ

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法

人番号（同法第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下こ
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の号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

の号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力 (5) 原動機の総排気量又は定格出力（第８２条第１号ウに掲げる原

動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力） 

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、

納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦

傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定によ

り戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受

けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項にお

いて「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」とい

う。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健

福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」とい

う。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規

定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、

納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦

傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定によ

り戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受

けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項にお

いて「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」とい

う。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健

福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」とい

う。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規

定により交付された身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一に
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者若しくは身体障害者等（単身で生活をする者に限る。）を常時介

護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」とい

う。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなけ

ればならない。 

する者若しくは身体障害者等（単身で生活をする者に限る。）を常

時介護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項

に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録され

た免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規定す

る免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提

示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならな

い。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の

種類及び条件が附されている場合にはその条件

(5) 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定す

る免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」とい

う。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録

の有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合に

はその条件

(6) （略） (6) （略）

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したと

きは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報

を確認するために必要な措置を受けなければならない。 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

５ 第１項の規定によって種別割の減免を受けようとする者のうち、

同項の規定により前年度において種別割の減免を受けていた者が、

６ 第１項の規定によって種別割の減免を受けようとする者のうち、

同項の規定により前年度において種別割の減免を受けていた者が、
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第２項各号に掲げる事項について変更がない旨を納期限までに市長

に届け出たときは、前２項又は前３項の申請書の提出があったもの

とみなし、第１項の規定を適用する。 

第２項各号に掲げる事項について変更がない旨を納期限までに市長

に届け出たときは、前２項又は前４項の申請書の提出があったもの

とみなし、第１項の規定を適用する。 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３ （略） 第１３９条の３ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同

項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地

保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同

項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地

保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２

条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２

条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４９条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日

までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告し

た事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなけ

ればならない。 

第１４９条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日

までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告し

た事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなけ

ればならない。 
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(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下

この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する

法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称）

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下

この号において同じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定する

法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～１５ （略） ２～１５ （略） 

１６ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第３６項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１７ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

１８ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

１９ （略） １９ （略） 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売

渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡

し等」という。）が行われた加熱式たばこ（第９２条第１号オに掲
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げる加熱式たばこをいい、第９３条の２の規定により製造たばこと

みなされるものを含む。以下この条において同じ。）に係る第９４

条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわらず、

当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法に

より換算した紙巻たばこ（第９２条第１号アに掲げる紙巻たばこを

いう。以下この項及び次項において同じ。）の本数によるものとす

る。 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをい

う。）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する

材料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又

は一部としたものを施行規則附則第８条の４の２に規定するとこ

ろにより直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに限

る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則

附則第８条の４の３に規定するものに係る部分の重量を除く。以

下この項から第３項までにおいて同じ。）の０．３５グラムをも

って紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たば

この１本当たりの重量が０．３５グラム未満である場合にあって

は、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算す

る方法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重

量の０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。た

だし、当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラ

ム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの１

個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法 
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２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定

の適用を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受ける

もの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における

計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの１個当たり

の重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同

項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たり

の重量に０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り

捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により

製造たばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるものに

ついては、同号ただし書の規定は、適用しない。 

(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供され

るもの 

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定によ

り製造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供

される加熱式たばこ（同条の規定により製造たばことみなされる

ものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品目のもの
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丹波篠山市国民健康保険税条例新旧対照表 

現行 改正案 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が６５万円を超える場合においては、

基礎課税額は、６５万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が６６万円を超える場合においては、

基礎課税額は、６６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が２４万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２４万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２６万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６５万円を超える場合には６５万円）、同条第３項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た

（当該減額して得た額が２４万円を超える場合には、２４万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６６万円を超える場合には６６万円）、同条第３項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た

（当該減額して得た額が２６万円を超える場合には、２６万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額
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を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合に

は、１７万円）の合算額とする。 

を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合に

は、１７万円）の合算額とする。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２９万

５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３０万

５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １４，６５２円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １４，６５２円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，０５０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，０５０円

(イ) 特定世帯 ５，０２５円 (イ) 特定世帯 ５，０２５円

(ウ) 特定継続世帯 ７，５３８円 (ウ) 特定継続世帯 ７，５３８円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ６，０００円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ６，０００円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等金課税額 エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等金課税額
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の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定

める額 

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定

める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，９２４円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，９２４円 

(イ) 特定世帯 １，９６２円 (イ) 特定世帯 １，９６２円 

(ウ) 特定継続世帯 ２，９４３円 (ウ) 特定継続世帯 ２，９４３円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ６，３４８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ６，３４８円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ３，１０８円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ３，１０８円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５４万

５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号

に該当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５６万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ５，８６１円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ５，８６１円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 
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(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０２０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０２０円 

(イ) 特定世帯 ２，０１０円 (イ) 特定世帯 ２，０１０円 

(ウ) 特定継続世帯 ３，０１５円 (ウ) 特定継続世帯 ３，０１５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ２，４００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ２，４００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定

める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定

める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，５７０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，５７０円 

(イ) 特定世帯 ７８５円 (イ) 特定世帯 ７８５円 

(ウ) 特定継続世帯 １，１７８円 (ウ) 特定継続世帯 １，１７８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ２，５４０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ２，５４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて １，２４４円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて １，２４４円 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

施設の名称 種別 利用区分 利用料金（単位：

円） 

（略） （略） （略） （略） 

丹波篠山市

福住地域コ

ミュニティ

活性化施設 

１階カフェ １か月 ３０,０００ 

  

 

 

 

 

２階会議室・

テナント 

午前 ５００ 

午後 ５００ 

夜間 ５００ 

１か月 ３０，０００ 

（略） （略） （略） 
 

施設の名称 種別 利用区分 利用料金（単位：

円） 

（略） （略） （略） （略） 

丹波篠山市

福住地域コ

ミュニティ

活性化施設 

１階カフェ １か月 ３０，０００ 

１階会議室・

テナント 

午前 ５００ 

午後 ５００ 

夜間 ５００ 

１か月 ３０，０００ 

２階会議室・

テナント 

午前 ５００ 

午後 ５００ 

夜間 ５００ 

１か月 ３０，０００ 

（略） （略） （略） 
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丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)～(17) （略） (1)～(17) （略） 

(18) 「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及びす

べての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度

（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間に

あっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する

所得割を除く。以下同じ。）が課されていない者（市の条例で定

めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものと

する。以下「市町村民税世帯非課税者」という。）であり、かつ、

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の

給付が行われた月の属する年度の（医療保険各法の給付が行われ

た月が４月から６月までの間にあっては、前年度）分の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税に係る同

法第３１３条第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額に

係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第２２号

に規定する各種所得の金額（同法第３５条第２項に規定する公的

年金等の支給を受ける者については、同条第４項中「次に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「８０万円」

(18) 「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及び全

ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医

療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあっ

ては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所得

割を除く。以下同じ。）が課されていない者（市の条例で定める

ところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。

以下「市町村民税世帯非課税者」という。）であり、かつ、その

属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が

行われた月の属する年度（医療保険各法の給付が行われた月が４

月から６月までの間にあっては、前年度）分の地方税法の規定に

よる市町村民税に係る同法第３１３条第１項に規定する総所得

金額及び山林所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２条第１項第２２号に規定する各種所得の金額（同法第３

５条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、

同条第４項中「次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金

額」とあるのは「８０万９千円」として同項の規定を適用して算
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として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金

額に同法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合においては、当該給与所得については、同条第２項の規定によ

って計算した金額から１０万円を控除して得た金額（当該金額が

０を下回る場合には０とする。）によるものとする。）及び他の

所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。 

定した総所得金額とし、総所得金額に同法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得につ

いては、同条第２項の規定によって計算した金額から１０万円を

控除して得た金額（当該金額が０を下回る場合には０とする。）

によるものとする。）及び他の所得と区分して計算される所得の

金額がない者をいう。 

(19) 「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の

給付が行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行わ

れた月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。以

下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条第２項

第１号に規定する公的年金等の収入額をいう。以下同じ。）及び

医療保険各法の給付が行われた月の前年の合計所得金額（地方税

法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得を有する者については、当該

給与所得は、同条第２項の規定により計算した金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の３の１１第２項の規

定による控除が行われている場合には、その控除前の金額）から

１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０と

する。）によるものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公

的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同

項第１号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該

合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下同じ。）の

合計額が８０万円以下である者をいう。 

(19) 「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給

付が行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行われ

た月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。以下

同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条第２項第

１号に規定する公的年金等の収入額をいう。以下同じ。）及び医

療保険各法の給付が行われた月の前年の合計所得金額（地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得を有する者については、当該給

与所得は、同条第２項の規定により計算した金額（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の３の１１第２項の規定

による控除が行われている場合には、その控除前の金額）から１

０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０とす

る。）によるものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的

年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項

第１号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該合

計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下同じ。）の合

計額が８０万９千円以下である者をいう。 
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（所得等による支給制限） （所得等による支給制限） 

第４条 福祉医療費等は、次の各号に該当するときは支給しない。 第４条 福祉医療費等は、次の各号に該当するときは支給しない。 

(1) 高齢期移行者の福祉医療費については、市町村民税世帯非課税

者でないとき、又は市町村民税世帯非課税者（所得を有しない者

を除く。）であって、医療保険各法の給付が行われた月の属する

年の前年（医療保険各法の給付が行われた月が１月から６月まで

の場合にあっては、前々年とする。以下同じ。）中の公的年金等

の収入金額（所得税法第３５条第２項第１号に規定する公的年金

等の収入金額をいう。以下同じ。）及び医療保険各法の給付が行

われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が８０万円

を超えるとき、若しくは要介護認定等に係る介護認定審査会によ

る審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５

８号）第１条第１項に規定する要介護２から要介護５までの要介

護認定を受けていないとき。 

(1) 高齢期移行者の福祉医療費については、市町村民税世帯非課税

者でないとき、又は市町村民税世帯非課税者（所得を有しない者

を除く。）であって、医療保険各法の給付が行われた月の属する

年の前年（医療保険各法の給付が行われた月が１月から６月まで

の場合にあっては、前々年とする。以下同じ。）中の公的年金等

の収入金額（所得税法第３５条第２項第１号に規定する公的年金

等の収入金額をいう。以下同じ。）及び医療保険各法の給付が行

われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が８０万９

千円を超えるとき、若しくは要介護認定等に係る介護認定審査会

による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令

第５８号）第１条第１項に規定する要介護２から要介護５までの

要介護認定を受けていないとき。 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

21



丹波篠山市営改良住宅条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第３条、第１２条関係） 別表（第３条、第１２条関係） 

建設年

度 

名称 所在地 構造 戸

数 

家賃月

額 

昭和５

０年 

中野改良住

宅 

丹波篠山市

中野 

準耐火構造２

階建 

４ ４，０

００円 

昭和５

１年 

中野改良住

宅 

丹波篠山市

中野 

準耐火構造２

階建 

４ ４，０

００円 

昭和５

１年 

牛ケ瀬改良

住宅 

丹波篠山市

牛ケ瀬 

準耐火構造２

階建 

８ ４，０

００円 

昭和５

２年 

中野改良住

宅 

丹波篠山市

中野 

準耐火構造２

階建 

２ ４，０

００円 

昭和５

２年 

牛ケ瀬改良

住宅 

丹波篠山市

牛ケ瀬 

準耐火構造２

階建 

６ ４，０

００円 

昭和５

３年 

小多田改良

住宅 

丹波篠山市

小多田 

準耐火構造２

階建 

８ ４，０

００円 

昭和５

６年 

小多田改良

住宅 

丹波篠山市

小多田 

耐火構造２階

建 

２ ４，０

００円 

昭和５

８年 

菅改良住宅 丹波篠山市

菅 

耐火構造２階

建 

８ ４，０

００円 

建設年

度 

名称 所在地 構造 戸

数 

家賃月

額 

昭和５

０年 

中野改良住

宅 

丹波篠山市

中野 

準耐火構造２

階建 

４ ４，０

００円 

昭和５

１年 

中野改良住

宅 

丹波篠山市

中野 

準耐火構造２

階建 

４ ４，０

００円 

昭和５

１年 

牛ケ瀬改良

住宅 

丹波篠山市

牛ケ瀬 

準耐火構造２

階建 

８ ４，０

００円 

昭和５

２年 

中野改良住

宅 

丹波篠山市

中野 

準耐火構造２

階建 

２ ４，０

００円 

昭和５

２年 

牛ケ瀬改良

住宅 

丹波篠山市

牛ケ瀬 

準耐火構造２

階建 

６ ４，０

００円 

昭和５

３年 

小多田改良

住宅 

丹波篠山市

小多田 

準耐火構造２

階建 

６ ４，０

００円 

昭和５

６年 

小多田改良

住宅 

丹波篠山市

小多田 

耐火構造２階

建 

２ ４，０

００円 

昭和５

８年 

菅改良住宅 丹波篠山市

菅 

耐火構造２階

建 

８ ４，０

００円 
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